
ﾃｷｽﾀｲﾙ&ﾌｧｯｼｮﾝ Vol.22 No.12 (2006.3.) 

208 

■ 新聞閲覧  編集長が選ぶこのニュース 
 

「ＣＳＭ‐２０００」取得への動き強まる 
 
繊維ファッション産業で、ＣＳＲ（企業の社会的説明責任）を遂行する手段として大手アパレル

や小売業が導入する取引先との取引行動規範（ＣｏＣ）に加えて、メーカー・工場で導入する包括

マネジメントシステム「ＣＳＭ－２０００」の承認を得ようとする動きが目立ってきた。「ＣＳＭ

－２０００」の場合、導入から第三者機関による監査を経て認証を得るまで１年半ほどかかるが、

「認証されることで、世界の小売業や有力ブランド先からトップクラスの事業所として認められ

る」（エコテック・ジャパン近藤繁樹代表取締役）ことから、対欧米輸出強化をにらんで大手アパ

レルも注目している。（「日本繊維新聞」） 
 
＜コメント＞ 

安全、品質などに関する認証は色々とある

が、「ＣＳＭ－２０００」は一段と厳しい内

容である。企業の社会的説明責任であるＣＳ

Ｒはコンプライアンス（法令遵守）に基づい

た企業の自主対応で、持続性ある企業の説明

責任体制の確立を意味している。 
 その実行にはＣｏＣ（コード・オブ・コン

ダクト＝取引行動規範）、品質保証、安全・

安心、信頼、企業内の保証体制の確立を重要

な要件になっている。このＳＣＲを導き出す

ためのツールが「ＣＳＭ―２０００」である。

ＣｏＣの目的は①商品の製造に従事する

人々の環境や社会的条件を持続的に改善す

るための社会的責任基準を達成し②さらに

環境を保全し、持続的に改善するため環境基

準を満たすことである。 
 サプライヤーはそれらに適合しているこ

とを小売業・バイヤーに保証し、その代わり

市場での既得権を確保するが、このＣｏＣを

包含しているのが「ＣＳＭ－２０００」であ

る。１９９２年、ドイツで繊維製品の社会的

生態系適合性についての協議会を前提とす

る組織で制定した。 
 ①品質②環境③社会的責任④安全・衛生・

健康⑤公正商取引を含む経営システム管理

の５分野にわたるマネジメントシステムの

基準に基づいて制定されたものである。わが

国ではエコテックスジャパンが制定、指導や

支援業務を行っている。実証、監査、検証は

第三者機関である「ＴＵＶ社」が行っている。 
 わが国では１１事業所が取得、導入してお

り、４、５社が導入を検討しているが、今後

輸出を進める企業やわが国に上陸する海外

小売店との取引を行う企業にとっては、注視

すべき動きである。 
 
（ＣＳＭ－２０００の取得状況） 

※「日本繊維新聞」より 
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